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中小企業ひと・しごと環境魅力向上支援事業補助金 

募集要領 
 

１ 事業の目的 

中小企業等を支える従業員の人材育成や、子育て中の方、ケアラー、高齢者 

など多様な担い手が活躍できる就労環境整備等に取り組む中小企業等に対して、

その取組にかかる経費の一部を補助する補助金を交付するものです。 

 

２ 対象者 

  京都市内に主たる事業所を有する企業・団体等又は個人事業主 

      （※定款等に記載されている、本社・本店等を指します。） 

（対象外） 

・中小企業等に該当しない企業（いわゆる大企業） 

・次のいずれかに該当する中小企業者（みなし大企業） 

ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業（中小企業等以外の 

ものであって、事業を営む者をいう。以下同じ。）が所有している中小企業等 

イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業等 

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業

等 

・政治的・宗教的活動を主たる目的とした企業・団体等 

・京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団 

密接関係者 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に規定する 

性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者（ただし、同法第２条第６項第４号

に規定するものを営む者を除く。） 

・本補助金の申請日の前日から起算して過去１年間に、労働基準関係法令違反により送検処分を 

受けている者 

・本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者 

 

３ 対象事業 

  上記２の者が専門家による助言を通じて経営課題や業務課題を整理したうえで※、

企業の生産性や従業員のエンゲージメントの向上のために行う次の⑴～⑹の事業が

対象。⑴～⑹の事業（項目）を、複数個、組み合わせて実施するものも対象です。 

※ 「事前相談会」について 

   申請を検討されている事業について、その事業が企業の経営課題・業務課題の解決に

つながる、より効果的なものとして実施いただくことを目的として、社会保険労務士 

又は中小企業診断士に事前相談できる「事前相談会」を、複数回、開催します。 

原則、本補助金に申請される方は参加いただきますよう、お願いします。 

 

  補助対象期間：令和７年４月１日（火）～令和８年１月３１日（土） 

  ※ 申請期間内に、事業の実施から補助対象経費の支払い、実績報告までを完了

する必要があります。 

 

 

 

 



 

2 
 

⑴ 従業員の人材育成・能力開発に資する事業 

例：人事評価制度の導入、従業員のリスキリングや自己啓発機会の創出に資する事業 など 

【対象外】慣例的に実施している社内研修など（新入社員研修など） 

 

⑵ 組織の活性化につながる外部人材の受入れ及び新制度の導入に係る事業 

例：外部人材（副業・兼業人材等）の受入れ、社内ベンチャー制度 など 

 

⑶ 従業員の福利厚生及び安全衛生の向上に資する事業 

例：新規手当制度の創設（奨学金返還支援制度等）、福利厚生サービスへの加入、防災・   

減災に関わるもの、ＢＣＰ策定、カスタマーハラスメント対策 など 

【対象外】工事を要するインフラ改修・整備等 

 

⑷ 多様な働き方の実現に資する事業 

多様な雇用形態、多様な勤務形態、多様な休暇制度の導入等 

（例）短時間正社員、職務限定、フレックスタイム制、時短勤務、副業・兼業、選択的週休 

３日制、特別休暇、時間単位の年次有給休暇 など 

 

⑸ 多様な人材の採用・就労を促進するために行う事業 

例：社内ツールの多言語化、備品の購入、採用活動 など 

【対象外】 

・工事を要するインフラ改修・整備等 

・採用活動について、汎用性の高いものは認めない。 

 ここでは、障害者の求職者のみを対象とした合同説明会への出展や、高齢者をメインター

ゲットとしたナビサイトへの掲載等のみを対象とする。 

 

⑹ 前号までに掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

 

 また、以下に該当する事業に取り組まれる場合は、審査での加点対象とします 

ので、積極的に御検討ください。 

京都府の「就労・奨学金返済一体型支援事業」の導入企業等 

または、本事業期間中に導入しようとする企業等 
⑶に該当 

ケアラー支援に資する事業と認められるもの ⑸に該当 

外国人や留学生の雇用や定着支援に資する事業と認められるもの ⑸に該当 

障害者・高齢者の雇用や定着支援に資する事業と認められるもの ⑸に該当 

 

以下の事業は、原則、対象外とする。 

 ① 令和８年１月３１日までに全ての対象経費の支出が完了しないと見込まれる

事業 

 

② 法令等で定められている事項を整備・改善しようとする事業 

（例） 

・労働安全衛生法に規定する産業医の選任 

・資格が無いと営業・業務ができない類の資格取得（タクシー運転手による二種免許取得や、  

飲食店営業に必要な食品衛生責任者や防火管理者の講習参加など） 
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③ その他、要綱に記載のある、以下に当てはまる事業 

・京都市内の事業所に勤務する従業員以外の従業員のみを対象とする事業 

（例） 

・ 京都市内（本社）の事業所と大阪に事業所（支社）がある場合、大阪支社の従業員のみが  

対象となる事業は対象外。 

・ 特定の従業員のみを対象とするような事業や経費支出は、これを対象と認めない。 

 ただし、全社的な取組として広く周知し、誰もが利用できる制度として公募を行うなど

したうえで、結果として少数又は市外事業者の従業員のみが事業の対象となった場合など

については、この限りではない。 

 

・事業効果に継続性が欠けると認められる事業 

明らかに効果が一過性と認められるものは対象外。 

 

・当該補助対象期間前から実施し、継続している事業 

（例） 

・毎年実施している新入社員研修等 

・既に副業・兼業人材として受け入れている外部人材の謝礼や、補助対象期間前からの専門家

等との顧問契約に基づく顧問料等について、補助対象期間分を申請しようとするもの など 

 

・当該補助対象期間外に発注・納品及び支払いが完了した事業 

 

・他の補助制度等に申請している事業 

国、京都府、京都市の他の補助金を活用している事業について、重複しての申請は不可。 

重複して申請していることが判明した場合、補助金の交付を取り消すことがあるので留意する

こと。 

 
４ 対象経費 

  中小企業等を支える従業員の人材育成や、多様な担い手が活躍できる就労環境

整備等に要する費用が対象。 

 例：研修の講師謝礼、受け入れた外部人材への委託料、事業実施に必要な物品  

購入費、教育訓練機関との契約費用、障害者・高齢者・外国人等の採用  

活動に必要な経費、福利厚生サービスへの加入費用及び会費 など 

（対象外） 

人件費（※）、家賃等の固定経費、仕入れに係る経費、損失補てん、借入れに伴う支払い利息、

公租公課、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食費、接待費、税務  

申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、雇用削減を伴う事業に係る経費、その他

公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用 

※従業員の給与等に関する支出、または給与とともに支払いが生じる費用は、対象外。 

  ただし、従業員に支払われるものであっても、給与と明確に分けて支弁されるもので   

あれば、証憑（領収書等。給与明細等は認めない。）を揃えたうえで対象とするが、全従業員

に一律支給されるなど、支弁される経費と事業内容との関係性が不明瞭と判断される   

ものは、対象外。 

（対象となる例） 

・社内コンクールを実施した際、成績優秀者に渡す賞金。 

・従業員が資格取得の試験を受験し、その受験費の全額、または一部を負担するための費用

として明確なもの。 
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５ 補助内容 

 ・補 助 率：５分の４以内 

 ・補助上限額：６０万円 ※千円未満の端数は切り捨て 

 

６ 交付申請 

 ⑴ 募集期間 

   令和７年４月１日（火）～同年６月１６日（月）午後５時 

   ※ 郵送の場合は、６月１６日（月）の消印有効。 

   ※ 原則、補助対象事業に着手される前に申請いただくようお願いします。 

 

 ⑵ 必要書類 

  ア 交付申請書（第１号様式） 

    様式内の（１）事業計画書と（２）誓約書を含め、全て記入してください。 

  イ その他市長が特に必要と認め指示する書類 

※ 一度提出された書類等は返却できませんので、御了承ください。 

※ 補助金の交付決定通知前に、やむを得ず補助対象事業に着手する場合（補助対象

期間内の事業に限る）は、「事前着手届」（第２号様式）を提出してください。 

ただし、審査の結果、申請された補助対象事業が不採択となった場合は、事業に

要した経費を全額負担いただくことになりますので、御留意ください。 

 

 ⑶ 申請方法 

   郵送又は電子メール 

   ア 郵送の場合 

     京都府中小企業団体中央会 

     「中小企業ひと・しごと環境魅力向上支援事業」事務局 

     〒６００－８００９ 

     京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町７８番地 京都経済センター３階 

     ※ 封筒等に、「ひと・しごと補助金 申請書在中」との記載をお願い 

いたします。 

 

   イ 電子メールの場合 

    （ア） 送付先メールアドレス 

      hitoshigoto.hojo@chuokai-kyoto.or.jp 

    （イ） 表記する件名（タイトル） 

      【ひと・しごと補助金申請】○○○○（事業者名） 

    （ウ） 注意点 

       受付漏れ等を防ぐため、申請のメールを送付いただいた後、事務局

（電話：０７５－７０８－３７０１）へ到達確認の電話をお願いします。 

 

 

mailto:hitoshigoto.hojo@chuokai-kyoto.or.jp
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 ⑷ 注意事項 

    提出書類に不備があった場合は再提出を依頼することがありますが、  

再提出を含めて募集期間内に行っていただく必要があります。期限経過後の

不備補完・追加提出は一切認めませんので、早めに申請してください。 

 

７ 交付決定までの流れ 

 ⑴ 事業内容の審査 

   御提出いただいた申請書等の内容を基に、有識者等で構成される意見聴取の

審査会を行い、申請事業の採択／不採択を決定します。 

   ※ 審査の内容や、採択／不採択の理由等についてはお答えできかねます。 

 

 ⑵ 交付決定の通知 

   審査の結果（採択／不採択）を文書にて通知します。 

   また、補助金は当該事業の予算の範囲内で交付します。そのため、補助申請

総額が予算を超過する場合には、採択された場合でも、申請額満額での交付に

ならない場合があります。あらかじめ御了承ください。 

 

８ 交付決定後 

 ⑴ 専門家による伴走支援の実施 

   補助事業として採択された企業の取組について、申請内容どおりの取組が 

進捗しているか、より効果的な方策を取る余地がないか、また、思うように 

取組が進んでいない場合の対応策などについて、適宜、社会保険労務士や中小

企業診断士に相談しながら事業を進行いただきます。 
   伴走支援業務を、京都府社会保険労務士会及び一般社団法人京都府中小企業

診断協会に委託しており、各企業に伴走支援いただく専門家は、事業内容等に

応じて、事務局等で選定させていただきます。 

   なお、本市が委託している伴走支援業務はあくまで相談支援（進捗・効果 

確認や助言等）部分であるため、各企業が専門家等に具体の作業等を依頼する

場合の費用は、企業から専門家へ別途お支払いいただくこととなります。 
（例）社労士Ａが企業Ｘに、「時間単位の年次休暇取得」制度に取り組むための助言を行った。 

（これは伴走支援の範囲内） 
   当該制度の導入には、企業Ｘの就業規則等を更新・変更する必要があるが、その作業については、

伴走支援業務を超えた具体の業務となるため、別途、委託いただく必要がある。（ただし、この場合の

委託料は補助金の対象となる。） 

   また、本市から派遣する専門家でなく、事業開始前からの顧問契約等により

各企業が独自に支援をお願いしている専門家に、伴走支援を依頼することも 

可能ですが、①その専門家には、本補助事業の実施に係る伴走支援を行った 

ことについて、所定の様式で報告いただく必要があること、②事業開始前から

顧問契約等を締結しているものに関する顧問料等は本補助金の対象外である 

こと、に御留意ください。 
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⑵ 補助事業の完了、実績報告について 

   補助事業者は補助事業終了後、速やかにア～オの書類を提出してください。

提出方法は「６ 交付申請 ⑶ 申請方法」と同じです。 

   ※ 郵送・電子メール双方とも、本補助金に関するものであることが分かる

よう、「６ 交付申請 ⑶ 申請方法」に記載のとおり、封筒やメール件名

等に事業名を明記いただきますよう、御協力をお願いいたします。 

  ア 実績報告書兼請求書（第６号様式） 

  イ 証拠書類（補助対象経費の領収書等、支出内容が確認できるもの） 

  ウ 事業の実施状況を確認できる書類（成果物や写真等を想定） 

  エ 振込口座の通帳の写し（金融機関名、口座名義（カタカナ又はひらがな）、

口座番号が確認できるもの） 

  オ その他、市長が特に必要と認める書類 

 

 ⑶ 補助事業内容の変更について 

   交付決定後、補助事業等の内容又は経費の配分を変更する場合は、次のア、

イの提出が必要です。 

   ただし、①「補助目的に変更がなく、より効率的な補助目的の達成に役立つ

と考えられるもの」及び②「総事業費の変更が２分の１以内で、かつ補助金額

の変更が２分の１以内の減額であるもの」に該当する場合は、提出不要です。 

   判断に迷う場合には、事務局に御相談ください。 

ア 変更申請書（第４号様式） 

イ 変更後の事業概要及び事業経費が分かる書類（第１号様式 別紙１を活用） 

  ※ 総事業費が増加した場合であっても、交付決定額は増額しません。 

 

 ⑷ 補助事業の中止又は廃止について 

   補助事業を中止又は廃止する場合は、中止・廃止承認申請書（第５号様式）

の提出が必要です。 

 

 ⑸ 「京の企業「働き方改革」自己診断制度」の活用について 

   本市では、地域企業における多様な働き方の実現に向けた取組を後押しする

ため、自社の取組状況を診断できる「京の企業「働き方改革」自己診断制度」

の活用を促進しております。また、診断結果は「京のまち企業訪問」サイトに

掲載し、学生をはじめとする若者に発信できます。 

   この趣旨を踏まえ、本事業に採択された企業におかれましては、本制度を 

活用いただきますようお願いいたします。 

【制度活用方法】 

① 「京のまち企業訪問」サイトに会員登録 

https://kigyo.city.kyoto.lg.jp/kyomachi/reg_form/index.php 

② サイト会員登録後、制度を活用 

https://kigyo.city.kyoto.lg.jp/kigyo/kg_106.cgi?CT=10&STC=wsr_selfcheck 

https://kigyo.city.kyoto.lg.jp/kyomachi/reg_form/index.php
https://kigyo.city.kyoto.lg.jp/kigyo/kg_106.cgi?CT=10&STC=wsr_selfcheck
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 ⑹ 事業内容及び効果等の事例発信について 

   本事業では、採択された企業が取り組む事業等をモデルとして、可能な限り

広く発信することで、他の地域企業にも取組を広げていくことを目的として 

おり、事例報告会の開催や「京のまち企業訪問」サイトでの記事掲載等を行う

予定です。他にも、様々な機会を活用し、幅広く事業効果の発信を検討して 

おりますので、御協力をお願いいたします。 

 

 ⑺ その他 

   この事業に係る予算執行の適正を期するために、必要があるときは、職員に 

よる現地調査等を行うことがあります。 

 

９ 補助金の支払方法 

  補助金は実績報告書による事業完了報告確認後に指定口座に振り込みます。 

 

10 問合せ先 

  京都府中小企業団体中央会 

  「中小企業ひと・しごと環境魅力向上支援事業」事務局 

   〒６００－８００９ 

   京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町７８番地 京都経済センター３階 

   メール：hitoshigoto.hojo@chuokai-kyoto.or.jp 

   ＴＥＬ：０７５－７０８－３７０１（平日 ９時～１２時 １３時～１７時） 

 ＦＡＸ：０７５－７０８－３７２５ 

 

＜参考＞ 

 本事業における取組の参考となる資料やホームページ等を御紹介します。 

 ○経済産業省「中小企業のためのダイバーシティ経営」 

  diversityleaflet.pdf 
 

○経済産業省「新・ダイバーシティ経営企業１００選 ベストプラクティス集」 

  これまでの表彰企業 ｜ 新・ダイバーシティ経営企業 100 選 

 

○経済産業省「適材適所のススメ」 

 20180314_keieidokuhon.pdf 
 

 ○厚生労働省「働き方改革特設サイト ＣＡＳＥ ＳＴＵＤＹ 中小企業の取り組み事例」  

  厚生労働省｜働き方改革 特設サイト 中小企業も働き方改革 ～成功の秘訣はやわかりガイド～ 

 

 ○厚生労働省「職場における学び・学び直し促進ガイドライン特設サイト」 

  企業事例 ｜ 職場における学び・学び直し促進ガイドライン特設サイト｜厚生労働省 

mailto:hitoshigoto.hojo@chuokai-kyoto.or.jp

